
別記第二十九号の二様式（第十九条関係）（平21法省令29・追加、平23法省令43・平31法省令7・一部改正） 資格外活動許可 許可番号号 1．在留資格 2．在留カード番号 3．新たに許可された活動内容 4．許可期限 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の規 定に基づき，上記の活動に従事することを許可 します。 年月日 出入国在留管理局長 （注） 1縦32ミリメートル，横36ミリメートルとする。 2証印の下部に識別符号を付すものとする。 一五一五・25 一五一五・26  


